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宮
家
と
は

新
井
白
石
の
政
治
上
の
業
績
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
に
閑
院

宮
家
の
創
設
が
あ
る
。
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
第
六
代
将
軍
と
な
っ

た
徳
川
家
宣
に
対
し
、
白
石
は
皇
統
の
備
え
と
し
て
新
し
い
親
王
家
（
宮

家
）
の
創
設
を
献
言
し
、
翌
年
に
は
中
御
門
天
皇
の
弟
秀
宮
に
幕
府
が
所

領
を
進
献
、
や
が
て
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
の
親
王
宣
下
・
元
服
（
数

え
で
七
歳
）
を
機
に
閑
院
宮
家
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
四
つ
の

宮
家
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
宮
家
と
は
何
で
あ
っ
た

の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
話
を
始
め
た
い
。

古
代
律
令
制
度
に
お
い
て
は
、
天
皇
の
兄
弟
姉
妹
や
子
女
の
み
が
親

王
・
内
親
王
と
さ
れ
て
い
た
が
、
平
安
時
代
に
入
る
と
親
王
宣
下
の
制
が

生
ま
れ
、
天
皇
の
子
女
で
あ
っ
て
も
親
王
宣
下
を
こ
う
む
ら
な
け
れ
ば
親

王
・
内
親
王
と
し
て
の
待
遇
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
一
方
で
、
た
と
え
ば

天
皇
の
孫
で
あ
っ
て
も
天
皇
の
猶
子
（
名
目
上
の
親
子
関
係
を
結
ぶ
こ

と
）
と
し
て
親
王
宣
下
を
こ
う
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
親
王
・
内
親
王
と
な

る
道
が
拓
か
れ
た
。
特
定
の
皇
族
を
関
連
す
る
地
名
等
に
ち
な
ん
で
某
宮

と
称
す
る
こ
と
は
奈
良
時
代
よ
り
存
在
し
た
が
、
や
が
て
鎌
倉
時
代
に
な

る
と
、
邸
宅
や
所
領
の
伝
領
と
と
も
に
家
号
と
し
て
の
宮
号
が
生
ま
れ
、

さ
ら
に
傍
系
の
皇
族
が
代
々
親
王
宣
下
を
こ
う
む
っ
て
宮
号
を
世
襲
し
て

い
く
世
襲
親
王
家
が
誕
生
し
た
。

世
襲
親
王
家
の
成
立
に
は
、
そ
の
祖
が
皇
位
継
承
の
有
力
候
補
者
で
あ

っ
た
こ
と
に
加
え
、
有
力
な
所
領
を
持
ち
、
家
臣
団
を
形
成
す
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
小
川
剛
生
「
伏
見
宮

家
の
成
立
」
松
岡
心
平
編
『
看
聞
日
記
と
中
世
文
化
』
森
話
社
、
二
〇
〇

九
年
）。
当
主
が
宮
号
を
名
乗
り
、
か
つ
親
王
宣
下
を
こ
う
む
っ
て
世
襲

し
た
こ
と
が
明
確
に
確
認
で
き
る
宮
家
の
初
例
は
、
亀
山
法
皇
の
皇
子
恒

明
親
王
に
始
ま
る
常
磐
井
（
常
盤
井
）
宮
で
あ
る
。
亀
山
法
皇
は
晩
年
に

誕
生
し
た
恒
明
親
王
を
寵
愛
し
、
将
来
、
皇
位
を
継
が
せ
る
よ
う
遺
言
し

た
が
、
後
宇
多
上
皇
は
そ
れ
を
履
行
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
恒
明
親
王
に

は
亀
山
法
皇
よ
り
生
母
を
経
て
伝
領
し
た
上
皇
御
所
常
磐
井
殿
を
始
め
と

し
て
多
く
の
所
領
を
伝
領
し
た
こ
と
も
あ
り
、
十
六
世
紀
中
頃
ま
で
約
二

五
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
宮
家
が
続
い
た
。
ま
た
後
二
条
天
皇
の
第
一
皇
子

邦く
に

良よ
し

親
王
は
大
覚
寺
統
の
正
嫡
と
定
め
ら
れ
た
が
即
位
前
に
亡
く
な
り
、

邦
良
親
王
の
王
子
康
仁
親
王
も
光
厳
天
皇
の
皇
太
子
と
さ
れ
な
が
ら
、
の
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ち
に
後
醍
醐
天
皇
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
た
。
康
仁
親
王
の
子
孫
は
木き

寺で
ら

宮
と

称
し
、
十
五
世
紀
半
ば
ま
で
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
木
寺
は
邦
良
親

王
が
葛
野
郡
木
寺
に
居
所
を
有
し
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
が
明
確
で
な
い
。

四
親
王
家
の
成
立

室
町
時
代
に
成
立
し
た
伏
見
宮
以
後
、
江
戸
時
代
中
期
ま
で
に
成
立
し

た
桂
宮
・
有
栖
川
宮
・
閑
院
宮
の
四
宮
家
は
四
親
王
家
と
称
さ
れ
る
。
江

戸
時
代
に
入
り
、
親
王
家
に
は
皇
統
の
備
え
と
し
て
の
意
味
が
意
識
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
皇
位
あ
る
い
は
宮
家
を
継
承
し
な
い
皇
族

は
、
原
則
と
し
て
入
寺
か
公
家
と
の
養
子
縁
組
（
女
性
の
場
合
に
は
婚

姻
）
の
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。

伏
見
宮
は
北
朝
第
三
代
崇
光
天
皇
の
第
一
皇
子
栄よ
し

仁ひ
と

親
王
に
始
ま
る
。

観
応
の
擾
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
廃
位
さ
れ
た
崇
光
天
皇
は
、
そ
の
後
、
皇

子
の
即
位
に
力
を
尽
く
し
た
が
果
た
さ
ず
、
や
が
て
栄
仁
親
王
王
子
貞さ
だ

成ふ
さ

親
王
は
洛
南
伏
見
の
居
所
に
ち
な
ん
で
伏
見
宮
と
号
し
た
。
そ
の
後
、
貞

成
親
王
王
子
彦
仁
王
が
後
小
松
上
皇
の
猶
子
と
な
っ
て
皇
位
を
継
ぎ
（
後

花
園
天
皇
）、
天
皇
は
弟
貞
常
親
王
に
対
し
、
永
世
「
伏
見
殿
」
と
称
す

る
こ
と
を
認
め
た
。
こ
う
し
て
伏
見
宮
家
は
一
九
四
七
年
の
皇
籍
離
脱
ま

で
続
く
こ
と
と
な
る
。

桂
宮
は
、
当
初
関
白
豊
臣
秀
吉
の
後
継
者
と
さ
れ
た
正
親
町
天
皇
皇
孫

智と
し

仁ひ
と

親
王
に
始
ま
る
。
智
仁
親
王
に
は
関
白
職
を
譲
る
こ
と
が
約
さ
れ
て

い
た
が
、
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
秀
吉
に
鶴
松
が
生
ま
れ
た
た
め
解

消
と
な
り
、
秀
吉
は
代
わ
り
に
所
領
な
ら
び
に
御
殿
八
条
殿
を
進
献
、
宮

家
創
立
を
奏
請
し
、
認
め
ら
れ
た
。
智
仁
親
王
の
称
号
は
八
条
宮
と
さ
れ
、

以
後
、
こ
の
称
が
受
け
継
が
れ
た
が
、
第
五
代
に
て
途
絶
し
て
霊
元
上
皇

の
皇
子
が
後
継
と
さ
れ
た
際
、
上
皇
の
仰
せ
に
よ
り
常
磐
井
宮
と
改
称
さ

れ
た
。
し
か
し
こ
の
皇
子
も
元
服
以
前
に
亡
く
な
り
、
次
に
霊
元
上
皇
の

別
の
皇
子
文あ
や

仁ひ
と

親
王
が
相
続
し
た
際
に
京
極
宮
と
改
称
さ
れ
た
。
さ
ら
に

そ
の
後
、
継
嗣
が
断
絶
し
、
光
格
天
皇
皇
子
が
相
続
し
た
際
に
天
皇
の
考

え
に
よ
り
桂
宮
と
改
め
ら
れ
た
。
あ
る
い
は
下
桂
村
に
宮
家
の
別
荘
（
桂

離
宮
）
が
あ
っ
た
こ
と
に
ち
な
ん
だ
も
の
か
。
桂
宮
は
、
こ
の
後
も
当
主

あ
る
い
は
継
嗣
の
早
世
が
続
き
、
最
終
的
に
仁
孝
天
皇
皇
女
淑す
み

子こ

内
親
王

が
亡
く
な
っ
て
五
年
後
の
一
八
八
六
年
に
、
宮
称
号
が
宮
内
省
預
か
り
と

な
っ
た
。

有
栖
川
宮
は
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
後
陽
成
天
皇
皇
子
好よ
し

仁ひ
と

親
王
が

後
水
尾
天
皇
よ
り
高
松
宮
の
号
を
賜
わ
り
、
一
家
を
創
立
し
た
こ
と
に
始

ま
る
。
そ
の
経
緯
は
定
か
で
な
い
が
、
皇
統
の
備
え
と
し
て
の
意
味
が
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、
高
松
宮
の
名
称
は
後
陽
成
天
皇
生
母
新
上
東

門
院
の
御
所
旧
跡
高
松
殿
を
居
所
と
し
た
こ
と
に
よ
る
と
見
ら
れ
る
。
好

仁
親
王
に
は
継
嗣
が
な
く
、
後
水
尾
天
皇
皇
子
良な
が

仁ひ
と

親
王
が
後
を
継
ぎ
、

好
仁
親
王
王
女
明あ
き

子こ

女
王
を
妃
と
し
た
。
良
仁
親
王
は
御
殿
の
名
称
に
基

づ
き
、
桃
園
宮
、
ま
た
花
町
宮
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
良
仁
親
王
は
後
光
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明
天
皇
崩
御
後
、
皇
位
を
継
承
し
（
後
西
天
皇
）、
そ
の
後
、
後
西
上
皇

皇
子
幸ゆ
き

仁ひ
と

親
王
が
高
松
宮
を
相
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
幸
仁
親
王
元

服
後
、
後
水
尾
法
皇
の
意
志
に
よ
り
有
栖
川
宮
と
改
称
し
た
。
こ
の
名
称

は
宮
家
の
菩
提
所
紫
野
大
徳
寺
内
龍
光
院
の
近
く
を
流
れ
る
川
名
に
ち
な

ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
が
あ
る
（
武
田
勝
蔵
『
有
栖
川
宮
に
つ
い

て
』
高
松
宮
、
一
九
七
四
年
）
が
、
定
か
で
な
い
。
あ
る
い
は
伏
見
宮
初

代
栄
仁
親
王
が
一
時
期
嵯
峨
の
有
栖
川
に
居
住
し
、
有
栖
川
殿
と
呼
ば
れ

た
こ
と
（『
椿
葉
記
』『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
等
）
に
ち
な
ん
だ
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
。

近
代
に
入
り
、
一
八
八
九
年
制
定
の
明
治
の
皇
室
典
範
に
お
い
て
皇
族

養
子
の
制
を
廃
止
し
た
た
め
、
そ
れ
以
降
、
継
嗣
が
い
な
い
場
合
に
は
宮

家
は
断
絶
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
有
栖
川
宮
家
の
場
合
は
、
一
九
一
三
年
、

宮
家
当
主
威た
け

仁ひ
と

親
王
の
危
篤
（
同
年
没
）
に
臨
ん
で
、
特
旨
に
よ
り
大
正

天
皇
第
三
皇
子
宣
仁
親
王
が
高
松
宮
の
号
を
賜
わ
り
、
有
栖
川
宮
の
祭
祀

を
継
承
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

閑
院
宮
設
立
の
経
緯
は
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
名

称
は
霊
元
法
皇
の
考
え
に
よ
る
と
い
う
。
清
和
天
皇
皇
子
貞
元
親
王
の
号

に
ち
な
ん
だ
と
の
推
測
も
あ
る
が
、
定
か
で
な
い
。
閑
院
は
も
と
藤
原
冬

嗣
の
邸
宅
名
で
、
後
に
は
院
御
所
や
里
内
裏
が
置
か
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

閑
院
宮
第
二
代
典
仁
親
王
王
子
兼と
も

仁ひ
と

王
が
皇
位
を
継
い
だ
こ
と
（
光
格
天

皇
）
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
伏
見
宮
と
同
様
、
一
九
四
七
年
の
皇
籍
離

脱
ま
で
存
続
し
た
。

な
お
、
桂
宮
・
有
栖
川
宮
に
限
ら
ず
、
伏
見
宮
・
閑
院
宮
家
に
お
い
て

も
、
途
中
、
世
系
が
断
絶
し
、
天
皇
皇
子
が
新
た
に
入
っ
て
継
承
し
た
事

例
が
あ
る
（
た
だ
し
閑
院
宮
の
場
合
は
正
式
相
続
の
前
に
逝
去
）。

近
現
代
の
宮
家

幕
末
に
い
た
り
、
皇
族
の
出
家
剃
髪
の
慣
行
が
停
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
明
治
初
年
に
か
け
て
伏
見
宮
家
出
身
の
多
く
の
男
性
皇
族
が
分
立
し

て
宮
号
を
賜
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
四
親
王
家
と
は
異
な
り
、
当
初
は
一
代

限
り
の
宮
家
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
北
白
川
宮
・
華
頂
宮
・
小
松
宮

（
初
め
東
伏
見
宮
）・
山
階
宮
・
梨
本
宮
・
久
邇
宮
の
世
襲
あ
る
い
は
二
代

皇
族
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
明
治
の
皇
室
典
範
に
お
い
て
永
世
皇
族
主
義

が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
の
ち
一
九
〇
七
年
の
皇
室
典
範
増
補
に
臣

籍
降
下
や
華
族
養
子
に
つ
い
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
、
一
九
二
〇
年
の

「
皇
族
ノ
降
下
ニ
関
ス
ル
施
行
準
則
」
に
よ
り
臣
籍
降
下
の
基
準
が
設
け

ら
れ
た
）。
一
方
、
先
述
し
た
よ
う
に
皇
族
養
子
制
も
廃
止
さ
れ
た
た
め
、

継
嗣
が
い
な
い
場
合
に
は
宮
家
は
断
絶
す
る
。
明
治
に
は
王
に
よ
る
宮
家

継
承
の
例
も
拓
か
れ
、
皇
室
典
範
に
お
い
て
親
王
・
内
親
王
は
四
世
以
上

に
限
ら
れ
、
五
世
以
下
は
王
・
女
王
と
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
宮
号
は
個
人
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
称
号
で
あ
り
、
近
現
代

に
お
い
て
も
一
般
の
苗
字
と
は
異
な
っ
て
、
当
主
以
外
の
宮
家
の
構
成
員
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は
宮
号
を
持
た
な
い
。
こ
れ
は
明
治
の
皇
室
典
範
に
お
い
て
天
皇
が
皇
族

を
監
督
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
（
第
三
五
条
）、
天
皇
が
皇
室
の
家
父

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
（
伊
藤
博
文
『
皇
室
典
範
義
解
』
一

八
八
九
年
）
と
関
わ
る
で
あ
ろ
う
。

明
治
の
皇
室
典
範
以
降
に
は
、
明
治
年
間
に
賀
陽
宮
・
東
伏
見
宮
・
朝

香
宮
・
竹
田
宮
・
東
久
邇
宮
、
大
正
年
間
に
高
松
宮
・
秩
父
宮
、
昭
和
戦

前
期
に
三
笠
宮
の
宮
号
が
与
え
ら
れ
た
。
一
九
四
七
年
の
皇
室
制
度
改
革

後
、
宮
家
は
昭
和
天
皇
弟
の
秩
父
宮
・
高
松
宮
・
三
笠
宮
の
み
と
な
り
、

そ
れ
以
降
に
は
、
常
陸
宮
・
高
円
宮
・
桂
宮
・
秋
篠
宮
の
宮
号
が
与
え
ら

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
宮
名
は
地
名
や
邸
宅
名
に
由
来
す
る
も
の
が
多
く
、
た
と
え

ば
華
頂
宮
は
初
代
博
経
親
王
が
復
飾
す
る
以
前
に
知
恩
院
門
跡
（
同
院
の

山
号
が
華
頂
山
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
小
松
宮
の
小
松
は
仁
和
寺
の

地
名
で
、
初
代
彰
仁
親
王
が
も
と
仁
和
寺
宮
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
常
陸
宮
は
常
陸
国
が
平
安
時
代
以
降
に
親
王
任
国
（
親
王
が
守

に
任
じ
ら
れ
る
国
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

な
お
、
未
成
年
の
皇
族
（
近
代
以
降
は
直じ
き

宮み
や

〈
天
皇
直
系
の
皇
族
〉
に

限
ら
れ
る
）
に
は
御
称
号
と
し
て
某
宮
と
い
う
呼
び
名
が
つ
け
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
宮
号
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
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書
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『
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度
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』
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弘
文
館
、
一
九
八
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年
）

所
功
編
『
日
本
の
宮
家
と
女
性
宮
家
』（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
一
二
年
）
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